
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 計画期間の修正  
〇柏崎市第六次総合計画前期基本計画と同様の計画期間に修正 

・旧期間：令和４（２０２２）年４月１日～令和 ８（２０２６）年３月３１日（４年間） 

・新期間：令和８（２０２６）年４月１日～令和１２（２０３０）年３月３１日（４年間） 

 

 

２ KPI（目標指標）、実績等の修正  
〇柏崎市第六次総合計画前期基本計画のKPIとの整合（数量、期間等）を図る 

〇実績等の時点修正 

 

 

３ その他 

〇柏崎市国土強靭化地域計画（資料編）の時点修正 

※資料編に関しては、必要に応じて、毎年度に随時修正を行っている 

主な修正項目 

 

○令和２(２０２０)年 ９月 当該計画策定（防災会議にて承認） 

○令和３(２０２１)年１２月 柏崎市第五次総合計画後期基本計画策定 

○令和４(２０２２)年 ３月 当該計画修正（防災会議にて書面決議） 

 ・第五次総合計画後期基本計画策定に伴うKPI（目標指標）との整合、各種実績等の更新 

・      〃      と同様の期間(Ｒ４.４.１～Ｒ８.３.３１)に修正 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

◎現在の当該計画が令和８（２０２６）年３月末をもって満了  

 ⇒第六次総合計画前期基本計画に策定に伴う修正が必要 

 

国土強靭化とは、大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を、

まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、強靭な国づくり・地域づくり

を推進するものである。 

想定外ともいえる大規模自然災害の歴史を振り返ると、災害が「忘れた頃」にやってきて、都度、長

い時間をかけて復旧・復興を図るといった、「事後対策」の繰り返しであったとも言える。このことから、

とにかく人命を守り、また、経済社会への被害が致命的なものにならずに、迅速に回復できるという、

「強さとしなやかさ」を併せ持った社会を構築するための計画である。 

修正の背景 

●柏崎市国土強靭化地域計画 修正案について 

国土強靭化地域計画（以下、当該計画）とは 


